
5－1 世田谷区みどりの基本条例・都市緑地法等 
 

世田谷区みどりの基本条例／都市緑地法（緑化地域制度）／生垣・植栽帯・シンボルツリー 

・屋上・壁面緑化助成制度／樹木移植助成制度／事業用等駐車場の緑化助成制度

  

１．みどりの計画書の届出・申請 

区では、豊かなみどりを守り増やすため、区制 100 周年となる 2032 年に区内のみどり率 33％の

達成を目指すことを目標として設定しています。みどりの保全・創出による豊かな住環境の形成の

ため「みどりの基本条例」に基づき、建築行為等を行う場合に一定の緑地の確保をお願いしていま

す。また、平成 22年 10 月１日より、都市緑地法に基づく緑化地域制度を導入し、建築に伴って敷

地の一定割合を緑化することが、法律に基づき義務付けられています。 

法令 制度 対象 

世田谷区みどりの基本条例 みどりの計画書制度 敷地面積150㎡以上の新築･増築･自動車駐車場

の設置、面積 500 ㎡以上の開発 等 

都市緑地法 緑化地域制度 敷地面積 300 ㎡以上の新築･増築 

※都市緑地法は建築基準関係規定となっています。※風致地区内においては、150 ㎡未満でも届出が必
要になる場合があります。詳しくは、以下の表の「対象となる緑化基準」を確認してください。※「緑
化地域制度」に該当する場合、工事完了後においても、緑化率の維持が法律に基づく義務となります。 

【対象となる緑化基準】 

対象となる緑化基準 
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敷地面積 150 ㎡以上 250 ㎡未満 
（風致地区を除く） 

       ○ 

敷地面積 250 ㎡以上 
○ 

  ○ ○ 

   

敷地面積 300 ㎡以上   ○ 

     

建蔽率 80％以上かつ、 
敷地面積 1000 ㎡以上 

 ○ 

      

風致地区条例の許可に緑化条件を 

伴わないもの 

     ○ 

  

そ
の
他 

面積 500 ㎡以上の区域の開発行為 
○ 

  ○ ○ 

   

敷地面積 150 ㎡以上の自動車駐車場 
を設置する行為 

      ○ 

 

※該当するすべての緑化基準が対象となります。 

【地上部の緑化基準】 

    地上部において、地上部基準緑化面積以上の緑化面積を確保してください。 

    地上部基準緑化面積＝敷地又は区域の面積×地上部緑化率 

  地上部緑化率表                     （単位：％） 
建蔽率 

敷地又は区域の面積 30％以下 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％ 

250～500 ㎡未満 20 15 15 10 10 5 5 

500～1,000 ㎡未満 25 20 15 10 10 5 5 
1,000～3,000 ㎡未満 35 30 25 20 15 10 7 

3,000～5,000 ㎡未満 38 34 30 26 22 10 7 
5,000 ㎡以上 46 41 36 32 28 11 8 

５ 建物に関する世田谷区の条例や手続き 

※総合設計、建築基準法第 55 条

第 2 項の認定、地区計画に基づ

く建蔽率が適用される場合、国

分寺崖線保全重点地区、風致地

区の場合は、緑化率の適用が異

なります。 



 【建築物上（屋上・壁面等）の緑化基準】 

    建蔽率 80％以上で且つ敷地面積が 1,000 ㎡以上の建築物では、建築物上（屋上、壁面等）に

おいて、建築物上緑化基準面積以上の緑化面積を確保してください。 
区分 緑化面積 ※屋上とは、建築物の

屋根部分で、人の出入

及び利用可能な部分を

いいます。 

ア 総合設計制度を適用して計画する建築物の敷地又は再

開発等促進区、高度利用地区若しくは特定街区内の建築物 

屋上の面積×0.35 

イ ア以外の建築物 屋上の面積×0.25 

 【都市緑地法に基づく緑化率】 

    区では、多摩川河川敷以外の市街化区域全域を緑化地域に指定しております。都市計画で定め

られた緑化率は、敷地面積と建蔽率により、下表のとおりです。（単位：％） 
建蔽率 

敷地の面積 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 

250～500 ㎡未満 20 15 15 10 10 5 
500～1,000 ㎡未満 25 20 15 10 10 5 
1,000～3,000 ㎡未満 25 25 25 20 15 10 
3,000 ㎡以上 25 25 25 26 22 10 

 【樹木の本数基準】 

    樹木本数基準面積（地上部緑化基準面積－控除面積（水流、池、園路等））を基に、樹木の区

分に応じて基準以上の樹木本数を確保してください。 

区分 基準樹木本数（本） 

高木（４ｍ以上） 樹木本数基準面積（㎡）× 0.02 

準高木（2.5ｍ以上 ４ｍ未満） 樹木本数基準面積（㎡）× 0.03 

中木（１ｍ以上 2.5ｍ未満） 樹木本数基準面積（㎡）× 0.25 

低木（30 ㎝以上 １ｍ未満） 樹木本数基準面積（㎡）×  0.90 

 【接道部の緑化基準】 

    接道部の総延長に、下表に掲げる建築１階部分の主たる用途と建築面積の区分に応じた割合を

乗じて得た長さ以上の緑化を確保してください。 
  敷地面積 

用途 
250～ 

500 ㎡未満 

500～ 

1,000 ㎡未満 

1,000～ 

3,000 ㎡未満 

3,000～ 

10,000 ㎡未満 

10,000～ 

30,000 ㎡未満 

30,000 ㎡ 

以上 

住宅・宿泊施設 ４／10 ５／10 ６／10 ７／10 ８／10 

屋外運動施設・屋外娯楽施設・墓地・廃棄物等の処理施設 ６／10 ７／10 ８／10 

工場･店舗･事務所･駐車場･資材置場･作業場 ２／10 ３／10 ５／10 ６／10 ７／10 

庁舎･学校･医療施設･福祉施設･集会施設 ４／10 ６／10 ７／10 ８／10 

上記以外の施設 ２／10 ３／10 ６／10 ７／10 

 【敷地境界部の緑化基準】（風致地区条例の許可に緑化の条件を伴わない建築行為） 

    敷地境界部（接道部＋隣地境界部）の総延長に、下表の区分に応じた割合を乗じて得た長さ以

上の緑化を確保してください。 

敷地面積 500 ㎡未満 500～1,000 ㎡未満 1,000 ㎡以上 

割合 ４／10 ５／10 ６／10 

 【自動車駐車場の緑化基準】 

    敷地の面積に 15％を乗じて得た面積以上の緑化を確保してください。 

【中木の本数基準】 

    敷地面積と建蔽率に応じた本数以上の中木を確保してください。 
   建蔽率 

敷地の面積 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 

150～200 ㎡未満 中木４本 中木３本 中木２本 
200～250 ㎡未満 中木７本 中木５本 中木３本 

    ※建蔽率が適用されない建築物については、「屋外において可能な緑化」を基準とします。 

 

担

当 
各総合支所 街づくり課 （連絡先は 106 ページをご覧ください） 



２．樹木の伐採届（世田谷区みどりの基本条例） 

(1) 届出対象 

  次に該当する樹木の伐採は「みどりの基本条例」に基づき、届出が必要となります。 
● 地上 1.5ｍの高さにおける幹周り 80 ㎝以上の樹木の伐採行為 

● 高さ 10ｍ以上の樹木の伐採行為 

※建築行為等の際に「みどりの計画書」の届出を行った樹木の伐採は、届出の必要はありません 

※東京都風致地区条例に基づく許可を受けた樹木の伐採は、届出の必要はありません 

(2) 届出時期と届出先 

  樹木を伐採する前に所有者は「伐採届」を提出してください。 
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各総合支所 街づくり課 （連絡先は 106 ページをご覧ください） 

 

 

３．生垣・植栽帯・シンボルツリー、屋上・壁面緑化助成制度 

 （世田谷区接道部緑化及び屋上緑化等整備助成金交付要綱） 

    区では、みどり豊かな環境を確保し、安全で潤いとやすらぎのあるまちづくりを進めるため、

生垣・植栽帯・シンボルツリー、屋上・壁面緑化の助成を行っています。 

   なお、みどりの基本条例若しくは東京都風致地区条例において緑化が定められている場合は、

当該法令・条例等を超える部分のみを助成対象とします。 

【生垣・植栽帯・シンボルツリー】 

道路に接した部分に新たに生垣や植栽帯を造成する場合や、シンボルツリーを植栽する場合、

一定の条件により造成費の一部を助成します。助成限度額は、合計で２５万円までです。 

 【屋上・壁面緑化】 

新たに建築物の屋上や壁面などを緑化する場合、一定の条件により造成費の一部を助成します。

助成限度額は、実費費用の１／２かつ５０万円までです。 

 

４．樹木移植助成制度（世田谷区樹木移植助成金交付要綱） 

   区内に残された貴重な樹木を保全するため、建物の新築や増改築等によりやむを得ず移植する

場合、一定の条件により移植費用の一部を助成します。 

※世田谷区内に現存する樹木を区内に移植するもの。（ただし、移植のための仮植え場所につい

ては区外も可。） 

 

５．事業用等駐車場の緑化助成制度（世田谷区駐車場緑化の緑化造成助成金交付要綱） 

    事業用等駐車場を新たに緑化する場合、一定の条件により造成費の一部を助成します。助成限

度額は、５０万円までです。 

※150 ㎡以上の敷地で収容能力 20 台以上の駐車場を新設する場合、みどりの計画書の届出が必

要です。この場合、みどりの計画書の届出を行い、緑化基準を遵守することが助成の要件とな

ります。 

※３の助成制度については、公共的団体や、世田谷区建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例第３

条の対象事業者は助成対象外となります。 

※各助成制度については、工事発注前、資材購入前に申請手続きが必要ですので、お問い合わせください。 
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みどり 33推進担当部 みどり政策課  

 電話番号 03－6432－7902 ファクシミリ 03－6432－7989 

 


